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常総市職員措置請求の監査結果  

 

第１ 請求の受付 

 １ 請求人 

 住所 （省略） 

   氏名 （省略） 

   職業 （省略） 

  

 ２ 請求書の提出 

 請求書は，平成２３年１月１１日に提出され，同日受け付けた。 

 

３ 措置請求の要旨 

（１）常総市は，平成２１年５月１日に，団体Ａと｢市民コミュニティ支援事業委

託契約（以下「委託契約」という）｣を締結し，同事業を委託した。 

この市民コミュニティ支援事業（以下「支援事業」という）には，次の問題

点がある。 

① 団体Ａが常総市に提出しなければならないと定めている実績報告書がな

い状況で，委託事業の実施内容の不足や事業の瑕疵の有無を確認し，公金を

支出していることは違法である。 

     団体Ａが実績報告書の作成を怠っていることから，常総市は，平成２１年

度分実績報告書作成に当たる代金を確定し，団体Ａに対し，その金額及びこ

れに対する利息分も付けて返還請求を行うことを要求する。 

② 平成２２年１１月８日付け団体Ａ名で常総市長あての｢平成２１年度ふる

さと雇用再生特別基金事業実績報告書｣に，平成２１年６月２０日に実施さ

れた市民協働フォーラムについては書かれていない。団体Ａに雇用された３

名は，平成２１年６月２０日の市民協働フォーラムの事業に関与していない

ことから，３名の人件費を含んだ平成２１年５月分と平成２１年６月分の委

託料の支出は違法である。 

     常総市は，平成２１年６月実施の「常総市を元気にしちゃうフォーラム第

２弾」の事業に従事させることを目的に支出した人件費を確定し，団体Ａに

対し，その金額及びこれに対する利息分も付けて返還請求を行うことを要求

する。 

（２）常総市が，情報公開請求について常総市情報公開条例に基づいた処理を行っ

ていないのは違法である。常総市に対して，条例に従って処理するよう要求す

る。  

 

 ４ 請求の要件審査 

本件措置請求のうち，第１の３（２）については，下記の理由により不適法

と認めるので，却下する。 
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   却下の理由 

住民監査請求においては，地方自治法第２４２条第１項により，「当該普通

地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の

職員について，違法若しくは不当な公金の支出，財産の取得，管理若しくは処

分，契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると認める

とき，又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を

怠る事実があると認めるときは，これらを証する書面を添え，監査委員に対し，

監査を求め，当該行為を防止し，若しくは是正し，若しくは当該怠る事実を改

め，又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむっ

た損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができ

る。」と定めている。 

よって，住民監査請求の対象は，同法に定める具体的な機関又は職員の一定

の具体的な財務会計上の行為又は怠る事実に限られるといわなければならな

い。 

これを本件について見るに，請求人の請求内容が，常総市情報公開条例に基

づいた行為についてであることから，常総市の財務会計上の行為でないことは

明らかである。 

以上のことから，常総市が情報公開請求について常総市情報公開条例に基づ

いた処理を行っていないのは違法であるとの監査請求については，請求の要件

を欠くため不適法と認める。 

 

第２ 監査の実施 

 １ 監査の対象事項 

上述のとおり，本件措置請求のうち，第１の３（２）については，監査の対象

外となるため，監査の対象事項は，下記事項となる。 

（１）団体Ａが常総市に提出しなければならないと定めている実績報告書がない状

況で，委託事業の実施内容の不足や事業の瑕疵の有無を確認し，公金を支出し

ていることは違法であるか。また，団体Ａは実績報告書の作成を怠っているこ

とから，実績報告書作成にかかる委託料相当額を利息を付して返還させる必要

があるか。 

（２）平成２２年１１月８日付け団体Ａ名で常総市長あての｢平成２１年度ふるさ

と雇用再生特別基金事業実績報告書｣に，平成２１年６月２０日に実施された

市民協働フォーラムについては書かれていない。団体Ａに雇用された３名は，

平成２１年６月２０日の市民協働フォーラムの事業に関与していないことか

ら，３名の人件費を含んだ平成２１年５月分と平成２１年６月分の委託料の支

出は違法であるか。 

 

２ 請求人の証拠の提出及び陳述 
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    請求人に対して，地方自治法第２４２条第６項の規定に基づき，平成２３年２

月１４日に証拠の提出及び陳述の機会を設けた。 

なお，同日請求人から本件に係わる新たな証拠６件が提出された。 

 

３ 監査対象部課 

  総務部総務課 

   市民生活部市民協働課 

   産業労働部商工観光課 

   会計課 

 

４ 監査の方法 

 監査に当たっては，対象部課及びその他関係する課から提出された関係書類の

調査を行うとともに，平成２３年２月１４日に市民生活部長，市民協働課長，市

民協働課職員３人から関係職員調査を行った。 

 

 ５ 監査の期間 

   平成２３年１月１４日から平成２３年３月９日まで 

 

第３ 事実関係の確認 

  関係書類調査及び関係職員調査により確認した事項は，次のとおりである。 

 

１ 委託契約に基づく実績報告書について 

委託契約書の第１０条第１項において，「団体Ａは，委託事業が終了したときは，

委託事業に係る実績報告書，新規雇用者に係る就業報告書及び出勤簿，委託事業

の経費に係る収支決算書その他常総市が必要と認める書類を常総市が指定する日

までに常総市に提出しなければならない。」と定められており，同条第２項におい

て，「常総市は，前項の規定による書類の提出を受けたときは，その内容を精査し，

適当と認めたときは，その旨を団体Ａに通知するものとする。この場合において，

委託事業の実施内容に不足が生じ，又は瑕疵があるときは，常総市は，団体Ａに

対して，不足した内容の実施を求め，又は委託料の返還を求めることができる。」

と定められており，同条第３項において，「前項前段の規定による書類の精査の結

果，常総市が団体Ａに支払った委託料に過払いが生じ，又は委託事業の実施に伴

う団体Ａの収入があるときは，常総市は，当該過払い又は収入に相当する金額の

返還を団体Ａに求めるものとする。」と定められている。 

他方で，茨城県のふるさと雇用再生特別基金事業補助金実施要項第４条第４項

及び第７項には，一定の場合に市町村長が茨城県知事へ実績報告書を提出するこ

とを義務付けている。そのため，以下では団体Ａが委託契約に基づき常総市へ提

出することとされている実績報告書を「市への実績報告書」と表記し，常総市が

前述の要項により茨城県知事へ提出することとされている実績報告書を「県への
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実績報告書」と表記する。 

当該委託契約書には，市への実績報告書の記載事項に関する定めがないが，茨

城県のふるさと雇用再生特別基金事業補助金実施要項第５条第３項第８号には，

「事業が終了した場合は，前記（１）から（５）までの事項を内容に含む実績報

告を作成し，各市町村に提出しなければならない」とされ，同項第１号から第５

号には以下の事項が規定されている。 

（１）委託事業の予定期間及び終了予定期日 

（２）予定される事業費及び人件費 

（３）事業に従事する予定の全労働者数及びそのうち新規雇用する予定の失業

者の数  

（４）事業で新規雇用する予定の労働者の雇用期間 

（５）事業で新規雇用する予定の労働者の募集方法 

 

２ 市への実績報告書の提出について 

平成２１年度終了後，団体Ａは，常総市に市への実績報告書を提出していなか

った。 

  常総市は，団体Ａから市への実績報告書の提出がない状況で，県への実績報告

書を作成し，平成２２年６月４日付で茨城県に提出している。 

  その後，団体Ａから市への実績報告書の提出がないことから，常総市は，団体

Ａに代わり市への実績報告書を作成している。 

なお，団体Ａは，常総市に，平成２３年３月７日付で，市への実績報告書を提

出している。 

 

３ 委託契約に定められた委託事業の内容と被雇用者の労働について 

（１）委託契約書に記載された委託事業の内容 

平成２１年度委託契約の仕様書には，「１ 市民コミュニティ支援事業で行う

業務は，次のとおりとする。（１）市民協働フォーラムの開催（２）市民団体情

報交流支援事業の推進 ２前号各号に掲げるもののほか，市民コミュニティ支

援事業の実施について必要な事項は，常総市長が別に指示する。」と定められて

いる。 

（２）被雇用者の仕事の具体的内容 

委託契約に基づき団体Ａに雇用された被雇用者らが平成２１年度に行った主

な業務内容は，市民コミュニティサイトの策定（構築）に関して，市民コミュ

ニティサイトの利用規約の検討，画面編成の企画立案，書込み欄の企画立案，

参加する個人，団体への勉強会開催の準備，サイト登録方法の検討などであり，

管理運営に関しては，常総市ホームページとの連携検討，参加する個人，団体

の募集と普及啓発，アンケートの実施や集計などのネーミング事務，ネーミン

グ採用者の紹介動画撮影，テスト期間中の寄稿記事の承認，常総市コミュニテ

ィサイトからのお知らせの更新などである。 
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さらに，平成２２年１月３１日開催の市民協働フォーラムに関しては，講師

の検討，配布用チラシの企画立案，案内状発送作業などのフォーラム開催に関

する庶務，委託業務の経理等にも従事していた。 

（３）被雇用者の人件費及び出勤について 

被雇用者３名の人件費（１ヵ月合計２１０,０００円）を含んだ，委託料の平

成２１年５月分（２９０,０００円）と同年６月分（２９０,０００円）について

は，常総市の支出伝票により，それぞれ常総市より団体Ａに対して，平成２１

年６月２５日と同年７月１５日に支払われていることを確認した。また，平成

２１年６月２０日に実施された市民協働フォーラム開催日には，３名とも出勤

しておらず，各々の出勤簿の当日欄にも印が押されていないことを確認した。 

（４）平成２１年６月２０日開催の市民協働フォーラムの主催者について 

平成２１年６月２０日開催の市民協働フォーラムは，常総市が主催で行った

事業であり，団体Ａは関与していない。常総市と団体Ａが委託契約を締結した

時期には，すでに講師の選定や交渉などは常総市で済ませており，当委託契約

には含めなかったものである。よって，講師謝礼についても，常総市の負担で

ある。被雇用者３名も，関与していないことから，出勤しておらず，各々の出

勤簿の当日欄にも印が押されていない。  

     

４ 平成２１年度支援事業委託料の精査について 

  同請求人より平成２２年１１月１５日に提出された常総市職員措置請求につ

いて，平成２３年１月６日付で常総市監査委員より常総市長に監査結果を通知し

たところ，同年１月２６日付で常総市長より常総市監査委員に監査結果における

勧告に基づき講じた措置等についての回答があった。   

  その措置の内容は，次のとおりである。 

常総市は，団体Ａに対し，平成２３年１月１４日に監査結果について説明を行

い，同年１月１９日に平成２１年度において支出した支援事業委託料のうち無線

データ通信機器（Ｅモバイル）使用料の過払い額２９,８３８円の返還を命じ，同

年１月２１日に団体Ａから返還金が納入されたところであるが，返還金の利息に

ついては，茨城県への補助金の返還時に確定される金額を別途請求することで了

解を得ている。 

また，「平成２１年度支援事業委託料について，常総市で独自に精査したとこ

ろ，勧告内容以外に不適切な支出が認められたので，その内容を早急に確定し，

団体Ａに対し速やかに返還を求めるなど所要の措置を講ずる。」と書かれている。 

その後，常総市は事業の精査を実施し，平成２３年２月１０日付けで，団体Ａ

に対し，「平成２１年度市民コミュニティ事業における委託料過払い金の返還に

ついて」（請求）を送付し，団体Ａは，同年２月２１日に，請求額と同額の１７

９,１２３円を常総市に返還している。 
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第４ 監査の結果 

監査した結果，本請求については，下記のとおり理由がないものと認めるので，

棄却する。 

 

 棄却の理由 

１ 第２の１（１）について 

（１）請求人は，実績報告書のない状況で，常総市が団体Ａに対して，公金支出を

行っているのは違法であると主張する。 

しかしながら，委託契約書第９条第１項によれば，団体Ａは，委託事業の業

務に要した諸経費及び人件費を，委託事業を実施した月の翌月５日までに，常

総市に対して請求するものとされ，常総市は，委託事業の実施を確認後，速や

かに委託料を支払うとされている。そして，委託契約書第１０条第１項によれ

ば，実績報告書の提出は，「委託契約が終了したとき」であり，毎月の委託料の

支払時ではない。従って，常総市が，団体Ａに対して，実績報告書なしに毎月

の委託料の支払いを行うことは，元々委託契約書が予定しているところであっ

て，適法かつ妥当である。 

（２）次に，請求人の請求が，「委託契約書第１０条第２項及び第３項に定める精

算行為を，市への実績報告書なしに行うのは違法である」ことの確認を求めた

ものと仮定して，この点につき判断する。 

委託契約書第１０条第１項は，委託事業の終了時に，団体Ａが，実績報告書，

就業報告書，出勤簿，収支決算書等を提出しなければならないことを定めてい

る。本件では，出勤簿，帳簿の提出が為されているが，平成２１年度分実績報

告書の提出は為されていない。このように実績報告書の提出がない場合に，常

総市と団体Ａとの精算が直ちに違法なものとなり，常総市が団体Ａに対して委

託料の返還請求を行うことが出来るか否かは，同条項が委託事業終了時の実績

報告書の提出を要求した趣旨を考慮しなければならない。 

同条第２項には，委託事業の実施内容に不足，瑕疵がある場合には，市が不

足した内容の実施を求め，又は委託料の返還を求めることが出来ると規定され

ている。この規定のうち，不足内容の実施については市が委託契約により団体

Ａに対して有する委託業務の履行請求権を具体的に規定したものであり，委託

料の返還については，民法上の債務不履行に基づく損害賠償請求権又は不当利

得返還請求権を本件において具体化したものと解される。 

また，同条第３項は，本件委託業務が補助金による事業であるところ，茨城

県のふるさと雇用再生特別基金事業補助金実施要項第５条第３項第９号により，

受託者に収入を残してはならないものであったため，団体Ａが本件委託業務を

遂行するにあたり収入があった場合には，市に返還させることを特別に規定し

たものである。 

そして，委託契約書第１０条第１項に規定する実績報告書は，同条第２項及

び第３項において，市が精査を行い，委託業務の不足の有無及び団体Ａに生じ
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た収入を確認するための証拠方法の一つとして規定されている。 

ところで，前述のとおり，同条第２項は契約に基づく履行請求権，民法上の

債務不履行に基づく損害賠償請求権，不当利得返還請求権を，第３項は特別の

利得返還請求権を定めたものであるが，委託契約上の債務の不履行，常総市の

損害，団体Ａの不当利得や収入は，実績報告書の有無にかかわらず，客観的に

存在し得るものであるから，同条第１項は，団体Ａが委託された業務を遂行し，

実績が存在したことが明らかであるのに，実績報告書の提出がない場合には，

事業の実績が存在しなかったものとして扱う趣旨の規定であると解することは

出来ない。 

即ち，同条項は，仮に実績報告書の提出がない場合であっても，市が委託内

容の実施の有無，程度を現認し，把握している場合や，他の証拠により委託内

容の実施等が証明されている場合には，これに基づいて同条第２項及び第３項

に定める精算を行うことを禁止した規定ではないと解される。 

この点，国の「ふるさと雇用再生特別基金事業実施要領」及び茨城県の「ふ

るさと雇用再生特別基金事業補助金実施要項」にも，実績報告書の提出がない

場合に補助金の返還をさせる旨の規定がないから，上の様に解するのが相当で

ある。 

本件においては，団体Ａ２１年度帳簿，出勤簿，賃金台帳，領収書などの写

し等から事業費，人件費の総額，内容は把握できること，市民フォーラムには

市職員も出席し，市民協働フォーラムの実施の事実や成果を現認していること，

市民コミュニティサイトについては実際にサイトにアクセスし，閲覧すること

により内容を確認していること，労働者の雇用関係についても，団体Ａからの

口頭の報告等により，失業者の採用者数や雇用期間等を把握出来ていることか

ら，市への実績報告書が存在しないとしても，委託契約書第１０条第２項及び

第３項に規定する精算を行うことは可能な状況にある。 

この点，確かに，平成２２年１１月１５日付監査請求に対する監査報告書に

あるとおり，常総市と団体Ａとの間には，２９,８３８円の委託料の過払いが存

在したが，これは，団体Ａが委託料の請求金額を月ごとによく確認しないで誤

って請求を行っていたことと，常総市が請求書と領収書の照らし合わせを怠っ

ていたために生じた過払金であり，市への実績報告書が存在しなかったことに

よって生じたものではないから，上述の判断には影響しない。 

また，常総市が独自に精査した結果，団体Ａから常総市に対して，新たに１

７９,１２３円が返還されているが，これは常総市と団体Ａとの間において委託

料によって補填される「経費」に関する明確な取り決めが存在しなかったこと，

国の「ふるさと雇用再生特別交付金交付要綱」，「ふるさと雇用再生特別基金事

業実施要領」，茨城県の「ふるさと雇用再生特別基金事業補助金交付要項」及び

「ふるさと雇用再生特別基金事業補助金実施要項」のいずれにも委託料として

支払うことが可能な経費について規定が存在せず，何ら明確な基準が与えられ

ていないこと，国の「雇用創出基金事業に関するＱＡ」には，「経費の取扱」に
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ついていくつかのＱ＆Ａが存在するが，いずれも人件費に関するもので，人件

費以外の出費について，果たしてどのようなものが経費として委託料の支払い

によって補填して良いものであるかについて基準を提供していないものであっ

たため，経費として委託料により補填して良い支出について常総市と団体Ａの

いずれにも誤認があったことにより生じたものであり，過払いの原因は，市へ

の実績報告書の存否とは関係がない。 

以上により，本件では，常総市が，市への実績報告書が存在しない状況下で

精算を行うことが違法または不当であるとは言えないと判断する。 

 （３）団体Ａが市への実績報告書への提出を怠っていたことについて，市への実績

報告書作成相当分の委託料の返還を求めることについては，団体Ａは，常総市

に，平成２３年３月７日付で，市への実績報告書を提出しており，団体Ａへの

請求権は存在しないものと判断する。確かに，団体Ａからの市への実績報告書

提出は，平成２１年度の事業終了から１１カ月経過した時点におけるものであ

るが，常総市には，特定の日を指定して市への実績報告書の提出を求めた事実

がないことから，現時点における市への実績報告書提出を拒否する理由はない。 

 

２ 第２の１（２）について 

 本件において，委託契約の別紙仕様書には，市民協働フォーラムの開催が委託

事業の内容となっており，平成２１年６月２０日に実施された同フォーラムにつ

いても，団体Ａへの委託事業に含まれているように読める。しかし，委託契約の

締結が同フォーラムのわずか１カ月半前である平成２１年５月１日であり，同フ

ォーラムの主催を団体Ａが行うことは事実上不可能であること，契約時点におい

て，既に常総市が講師の選定や交渉を済ませていたことから，当初から同フォー

ラムについては委託事業の内容に含まれていなかったと考えられる。 

そして，出勤簿により，被雇用者３名が，同年５月と６月に，各々１０日前後

勤務していることが確認できるところ，団体Ａでは，この時期に，市民コミュニ

ティサイトの策定（構築）に関して，市民コミュニティサイトの利用規約の検討，

画面編成の企画立案，書込み欄の企画立案，参加する個人，団体への勉強会開催

の準備，サイト登録方法の検討などを行っており，これらに関する会議には，常

総市の職員，団体Ａメンバーのほか，被雇用者３名も出席している。 

以上のことから，被雇用者３名は，平成２１年６月２０日に実施された「市民

協働フォーラム」当日に勤務していないが，３名分の人件費を含んだ平成２１年

５月分と同年６月分の平成２１年度支援事業委託料については，違法又は不当な

公金の支出はないと判断する。 


